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知的財産戦略を考慮した Compass の提案

要旨
国際連合は 2015 年に，2030 年までに達成すべ

き「持続可能な開発目標（SDGs）」を採択した。
この SDGs に貢献するための戦略を，企業の事業
戦略の中に取り入れるための指針として，GRI，
国連グローバル・コンパクト，wbcsd の三者に
より SDGs Compass が提案されている。既に多
くの企業が SDGs Compass を参考にして，SDGs
戦略を企業の事業戦略に取り入れており，その多
くの企業が，その SDGs 戦略を取り入れた事業戦
略をウェブサイトなどで公開している。

企業の事業戦略に SDGs 戦略を取り込むにあた
り，知的財産の活用は重要な役割を果たすもので
あり，SDGs 達成への貢献を加速するものでもあ
る。しかしながら，SDGs 達成貢献と知的財産戦
略の双方を企業の事業戦略に組み込むプロセスを
示している指針（SDGs Compass と知的財産戦
略の両方を組み合わせて示した指針）は未だに示
されていない。

本研究では，SDGs Compass で提案されてい
る 5 段階のステップをそれぞれ解説しながら，そ
の各ステップに知的財産戦略を取り入れた指針で
ある SDGs Compass ×知的財産戦略について提
案して，事例に基づいて検証を行っている。その
事例の検証については各企業の知財戦略の事例に
基づいて，提案している各ステップの各手法をそ

れぞれ裏付ける形での検証を行っている。

英語要旨
In 2015,  the United Nations adopted 

Sustainable Development Goals（SDGs）to be 
achieved by 2030. The SDGs Compass was 
proposed by GRI, the United Nations Global 
Compact, and wbcsd as a guideline for incor-
porating these strategies to contribute to the 
SDGs into the business strategies of compa-
nies.

Intellectual property has an important role 
in achieving SDGs. In this paper, while ex-
plaining each of the five steps proposed in 
SDGs Compass, we propose SDGs Compass ×
Intellectual Property Strategy, which is a 
guideline that incorporates intellectual prop-
erty strategies in each step, and verify SDGs 
Compass × Intellectual Property based on 
the case of company’ s intellectual property 
strategies.

1．はじめに

SDGs は，2015 年にニューヨーク国連本部で
開催された「国連持続可能な開発サミット」にお
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いて 150 カ国を超える加盟国首脳のもとで，採択
された成果文書である「我々の世界を変革する：
持続可能な開発のための 2030 年アジェンダ」 ［1］
において示された 17 の目標と 169 のターゲット
である。一般的には，以下の図 1 に示すアイコン
で有名であるが，カラーで示したアイコンはカラ
フルな色合いとなっている。このカラフルにした
のは，人の目を引きつけることを目的として作成
をされたものになっている。

2020 年 1 月には，アントニオ・グテーレス国
連事務総長が演説でその時に世界にある 4 つの脅
威を語っている。その脅威とは，一つは「核競争
を含めた国際の平和と安全への聞き」，二つ目は

「気候変動による危機」，三つ目は「政治のリーダー
シップに対する信頼の喪失」，四つ目は「デジタ
ル技術の負の側面」である［2］。これらの脅威の
中で 2030 年の SDGs 達成に向かって，国連は各
国の政府，市民社会，企業，人々を巻き込んだ「行
動の 10 年」を 2020 年 1 月に示し，より SDGs
達成に向けて，地球最大規模の課題である貧困，
ジェンダー，気候変動といった世界の最重要課題

すべてについての持続可能な解決策を，加速度的
に実行することを示している。具体的には次の 3
つの実現を「行動の 10 年」を通じて目指している。
1．あらゆる場所のすべての人が参加すること，2．
即効性のある大胆な行動を起こすこと，3．新た
な発想と解決策を促進させることである。2020
年 1 月に国連が「行動の 10 年」を示して以降，
日本企業においても SDGs を示す企業が多くな
り，テレビ番組，ラジオ番組などにおいても特集
が組まれることが多くなった。また自治体におい
ても，SDGs への取組を示していることが多く見
られるようになった。

この SDGs への取組を行うにあたり知的財産の
活用は大きな役割を果たすものである。その知的
財産の SDGs への貢献の役割は多くの種類のもの
があるが，その役割を調査，整理し，研究した論
文は存在していない。本論文では，SDGs 戦略を
各企業の事業に取り入れる際に活用するツールと
して示されている，SDGs Compass［3］を取り
挙げて，その SDGs Compass の中に知財戦略を
取り入れた，SDGs と知財戦略を経営戦略に取り

図 1　SDGs17 の目標のアイコン

（国際連合ウェブサイトより）
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入れるツールとして SDGs Compass ×知的財産
戦略を提案，検証することを目的としている。

2．先行研究

SDGs を企業の経営に取り入れることに関する
論文は多数あるが，その中でも SDGs と CSV 又
は SDGs と CSR に関連する内容の論文が多く見
られる。笹谷［4］では，「ESG/SDGs マトリック
ス」を導入して「SDGs コンパス」を日本企業向
けにカスタマイズした考えが提案されており，ま
た笹谷［5］では SDGs/CSV 統合要素を提案して
SDGs により客観化された社会課題の解決と経済
価値の同時実現に繋がる CSV を示しており，さ
らに山崎［6］では，企業の CSR 報告は基本的に
SDGs Compass に忠実に構成されており，自社
の事業や活動の目標なり実績等と 17 の目標のア
イコンを紐づけしてプロットするものであるとし
ている。藤野［7］では，SDGs に取組む企業活
動が CSR と見ることができ，その内容は社会へ
示す目安として機能しており，SDGs の策定以前
には社会課題に取り組む企業は多くなかったと示
している。また，SDGs と金融の関係について示
した論文もあり，蟹江［8］では，UNEP FI や，
欧米の金融機関も，サスティナブル投資や SDGs
投資の基準づくりの動きを強めているとしてお
り，SDGs と金融は互いに密接な影響を及す関係
であることが示されている。GPIF［9］は SDGs
と ESG 投資について，ESG 課題と SDGs のゴール，
ターゲットは共通点も多いことから，ESG 投資
が SDGs 達成に貢献すると述べている。経済産業
省の SDGs 経営 /ESG 投資研究会の第 1 回報告書

［10］では，世界中の企業が SDGs を経営の中に
取り込むことで ESG 投資を呼び込もうと力を注
いでいると示されている。

しかしながら，先行研究においては，SDGs と
知的財産との関係について書かれた論文は数が少
ない。久慈［11］では，知的財産が環境技術普及
の妨げとならないように知財専門家は知的財産権
の利用について積極的に意見を言うべき，代替エ
ネルギーのような技術テーマは国と企業の連携が

必要，環境技術の利用は独占でなく共同利用とす
べきと示し，また，Thirlewell［12］では SDGs
に影響を与える特許紛争に対してバランスのとれ
た柔軟なアプローチが期待されているとし，特許
権の活用が SDGs へ影響を与えることが示され，
さらに情報活用委員会第 1 小委員会［13］では特
許情報を活用した SDGs の達成に貢献する状況を
表すものとして，キーワード調査・概念検索・特
許分類等を活用することにより，SDGs のゴール
やターゲットと特許情報の対応関係の可視化をし
ている。島田［14］では知的財産戦略の一つであ
る模倣品対策の目的として SDGs 達成が挙げられ
ると述べている。しかしながら，SDGs Compass
と知的財産戦略との関係についての論文はなく，
SDGs Compass と知的財産戦略との関係につい
て示された研究がない状況である。知的財産は，
SDGs 達成には大きく貢献するものであることか
ら，SDGs Compass と知的財産戦略について明
確にすることは，企業の 2030 年までの SDGs 達
成を加速化させることに役立つものである。

3．SDGs Compass ×知的財産戦略の
提案

SDGs Compass と は，NGO 団 体 で あ る GRI
（Global Reporting Initiative），国連グローバル
コンパクト，国際企業で構成される組織 WBCSD
の 3 者が，2016 年 3 月に作成したもので，企業
がいかにして SDGs を経営戦略と整合させて，
SDGs への貢献を検討し，管理するかを指針とし
て示したものである。

SDGs Compass は全体として 5 つのステップ
から構成されている。「ステップ 1：SDGs を理解
する」⇒「ステップ 2：優先課題を決定する」⇒「ス
テップ 3：目標を設定する」⇒「ステップ 4：経
営へ統合する」⇒「ステップ 5：報告とコミュニ
ケーションを行う」である。SDGs Compass は，
一回対応すればそれで終わってしまう一過性のプ
ロセスではなく，持続可能な形で企業価値を高め
ることができるサイクルを生み出すための指針で
ある。ステップ 1 については最初の一回のみであ
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るが，ステップ 2 ～ 5 については循環することに
よりサステナブルな発展をもたらす考えとなって
いる。SDGs への貢献については，外部の宣伝と
して評価を良くすることだけでなく，社員を含め
企業全体としての共通価値の創造へと繋げること
を進めることになる［15］。

SDGs Compass 活用のメリットとしては，次
に挙げる 3 つのものがある。①効率的に SDGs の
取組みを進めることができる，② SDGs へ取り組
んでいることの形骸化の防止，③社内と社外への
SDGs に関するアピールである［16］。

SDGs Compass は，ステップ 1 は最初の一回
のみでステップ 2 ～ 5 が循環することより，サス
テナブルな発展をもたらすと説明したが，循環に
よりサステナブルな発展をもたらす点に関しては
知的財産も知的創造サイクルという考え方と同じ
解釈をすることができる。知的創造サイクルは，

「創造」⇒「保護」⇒「活用」が循環して，環境，
社会，経済の発展をサステナブル（持続的）にも
たらすものである。

ここでは，上記の SDGs Compass の 5 つのス
テップに知的財産戦略を含めた SDGs Compass
×知的財産戦略（以下，「SDGs ×知財戦略」と
する）について示す

○ SDGs ×知財戦略
ステップ 1：SDGs・知的財産を理解する
ステップ 2：優先課題とその優先課題に関連す
る知的財産を決定する
ステップ 3：知財戦略を含めた目標を設定する
ステップ 4：経営へ統合する（知財戦略を含む）
ステップ 5：報告とコミュニケーションを行う

「ステップ 1：SDGs・知的財産を理解する」では，
SDG の事だけでなく，知的財産の基本的な知識
についても理解し，加えて SDGs と知的財産との
関係について理解する必要がある。
「ステップ 2：優先課題とその優先課題に関連

する知的財産を決定する」では，SDGs 達成のた
めの企業の優先課題を決定し，その企業の優先課
題に関連する知的財産を決定する必要がある。

「ステップ 3：知財戦略を含めた目標を設定す
る」では，優先課題を解決するための目標を設定
し，その際に知的財産の目標も定めることが必要
である。
「ステップ 4：経営へ統合する（知財戦略を含

む）」では，企業の経営戦略の中に優先課題とそ
れを解決するための目標（知的財産の目標を含む）
を経営戦略の中に統合させる必要がある。
「ステップ 5：ステップ 5：報告とコミュニケー

ションを行う」では，上記課題を解決するための
目標（知的財産の目標を含む）の達成状況につい
て公表する必要がある。

4．SDGs Compass ×知的財産戦略
（SDGs ×知財戦略）の分析方法

前記の第 3 章では，SDGs ×知財戦略を提案し
た。第 5 章では，SDGs Compass における 5 つ
の各ステップに関して解説すると共に，知財戦略
の考え方を盛り込んだ SDGs ×知財戦略について
詳細に解説をしつつ，各企業の知的財産戦略の事
例を挙げることにより検証を行っている。各ス
テップにおける企業の SDGs に貢献するための知
的財産戦略の検証するために，具体的な企業にお
いて実施している知的財産戦略の事例（SDGs に
特化されたものだけでない事例）を部分的にピッ
クアップして検証しており，一連のステップ 1 ～
5 の全てを一つの事例で裏付けできる事例がない
状況であった。

5．SDGs ×知財戦略の解説と分析

ここでは，第 3 章において提案した SDGs ×知
財戦略について第 4 章において説明した分析方法
により検証を行っている。

SDGs ×知財戦略の解説と分析を行うにあた
り，GRI（Global Reporting Initiative）， 国 連
グローバルコンパクト，国際企業で構成される組
織 WBCSD の 3 者が作成した SDGs Compass の
説明をしつつ，企業などにおける知的財産戦略の
事例をピックアップして SDGs ×知財戦略の解説
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と分析を行っている。

5．1「ステップ 1：SDGs・知的財産を理解する」
SDGs Compass のステップ 1 については，次

に示す①～③の内容を特に重視した上で，SDGs
について深く理解する必要がある。① SDGs とは
何か　②企業が SDGs を利用する理論的根拠　③
企業の基本的責任　である。ここでは，SDGs 
Compass のステップ 1 において示されている①
～③の内容に知的財産戦略を含めた形で，SDGs
×知財戦略のステップ 1 として説明をする。
① �SDGs とは何か，知的財産とは何かを理解す
る

最初に SDGs を企業が明確に理解する必要があ
る。17 のゴール，169 のターゲットを明確に理解
しなければならない。これは企業の幹部はもちろ
ん，社員までも全員が SDGs を理解する必要があ
る。そうすることにより企業の戦略だけでなく，
企業に属する全員が普段の生活の中において
SDGs 貢献について検討するようになる。

知的財産についても，特に企業の経営者は知的
財産の知識及び経営戦略におけるその重要性を理
解する必要がある［17］。知的財産権として，特
許権，著作権，意匠権，商標権，育成者権［18］
などがあり，不正競争防止法における営業秘密の
保護などがあることを理解し，その権利取得及び
権利活用が経営戦略において重要な意義をもつ

［19］ことを理解する必要がある。また，SDGs
達成に対して SDGs に関連する知的財産の活用が
大きな役割を果たすものであること［20］も理解

する必要がある。
以下図 2 には，WIPO のウェブサイトの “WIPO 

and the Sustainable Development Goals” ［21］
において示されている SDGs と知的財産の関係，
知財 AI 研究センターの『SDGs の見える化』 ［22］
において示されている SDGs と知的財産の関係，
経済産業省「模倣品対策と SDGs」 ［23］において
示されている SDGs と知的財産との関係，デロイ
トトーマツの「SDGs に貢献し得る技術イノベー
ション」 ［24］で示されている SDGs と知的財産と
の関係をまとめたものを示している。

図 2 以外についても特許権は SDGs の目標 1「貧
困をなくそう」に貢献することもあり［25］，目
標 16「平和と構成をすべての人々」 ［26］に，そ
して目標 17「パートナーシップで目標を達成し
よう」 ［27］についても貢献をしている。

企業は，SDGs のバランスと知的財産との関係
を理解する必要がある。SDGs が 17 の目標と 169
のターゲットから構成されていることを詳細に理
解すること。そして，SDGs17 の目標自体を理解
すると共に，それぞれの目標の背景には世界的に
多くの課題，問題があることを深く理解する必要
がある。また重要なのは，この 17 の目標と 169
のターゲットが持続可能なものでなければならな
いこと，そして，17 の目標達成が偏ることなく
全体として 17 の目標を達成する必要があること
を理解することである。ある企業がある目標を達
成するために他の目標への達成が後退することが
ないようにしなければならない。

SDGs と知的財産との関係についても深く理解

図 2　知的財産と SDGs との関係
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する必要がある。SDGs の課題を解決するために
多くの面で技術的イノベーションが必要となる。
その技術イノベーションについては企業で特許権
を取得する必要があり［28］，世界でその技術イ
ノベーションを活用する場合には世界中に特許出
願をし，そして権利を取得する必要がある。この
技術イノベーションについては，ICT イノベー
ションに関するソフトウェア発明の特許権の保護
も含まれることとなる。ソフトウェアの場合は著
作権の保護も検討する必要がある。また，SDGs
を積極的に企業経営に取り入れている場合には，
SDGs ロゴを商業的もしくは販促用商品および製
品において使用する［29］ことにより外部だけで
なく，内部への PR 活動も行うことができること
から，商標の戦略として有効に活用することがで
きる。さらに，BOP ビジネス［30］の展開を検
討することにより，BOP 層への支援に加えて，
BOP 層がその後に経済的に成長した際のブラン
ドイメージ定着へと繋がる可能性もあることも理
解する必要がある。企業が BOP ビジネスに乗り
出すメリットには 3 つある。一つ目は「ブランド
価値の向上」，二つ目は「革新的なビジネスモデ
ルの確立」，三つ目は「新たな市場の開拓と先駆
者利益」である［31］。これらの 3 つのメリット
にも知的財産戦略が重要な役割を果たす。一つ目
の「ブランド価値の向上」は，つまり商標戦略で
あり，二つ目の「革新的なビジネスモデルの確立」
は，ネット販売などを利用する場合はソフトウェ
ア関連発明の特許権の取得，著作権による保護，
または画面デザインでの意匠権の取得が必要であ
り，三つめは新たな市場の開拓と先駆者利益とい
う意味で先駆者としての企業ブランド戦略へと繋
がることになる。BOP ビジネスの成功事例とし
ては，ヤクルトレディ，LIXIL の事例が挙げられ
る。ヤクルト飲料は 1935 年にヤクルトの商標で
福岡市にて販売したことに始まり，1955 年にヤ
クルト本社が設立され，1964 年には台湾に進出
しており，その後 1980 年初頭までにブラジル，
香港，タイ，韓国，フィリピン，シンガポール，
メキシコに進出した。新興国において，ヤクルト
レディ制度を導入し，ヤクルトの売り上げを増加

させ，女性の労働の推進を図り，女性の地位の向
上も図ることになった［32］。このヤクルトレディ
制度を活用しての開発途上国進出は BOP ビジネ
スの成功でありヤクルトブランドを世界に拡大し
た事例といえる。また，LIXIL の「開発途上国向
け簡易式トイレ SATO」についても，途上国を中
心に 180 万台以上が導入され，約 900 万人以上
の衛生環境改善に貢献し，現地で製造し，現地で
販売し，現地で使用するというサステナブルなシ
ステムを確立している［33］。この SATO の事例
も BOP ビジネスの成功事例であり，SATO の発
明の普及，ブランドの拡大を途上国でサステナブ
ルに築き上げた事例といえる。

上記のように，企業全体で，SDGs 及び知的財
産を理解し，SDGs と知的財産との関係を理解す
ることにより，その後の企業の経営戦略に SDGs
戦略及び知的財産戦略を取り入れることができる
こととなる。
②�企業が SDGs と知的財産を利用する理論的根
拠

SDGs 達成及び SDGs に関連する知的財産戦略
を検討するために企業としての方針，取組につい
て検討し，実行することにより新たなビジネス
チャンスを見極めることができる。

特に知的財産については，SDGs とどの知的財
産権とが関連するかをより明確にすることにより
そのビジネスチャンスはより拡大されることにな
る。

企業の SDGs への貢献のために，地球規模の課
題を解決する対策・取組を見いだすことは，その
企業にとり新しいビジネスチャンスを作り上げる
市場開拓の機会となる。例えば，省エネルギー，
再生可能エネルギー，環境配慮型製品，情報通信
技術（ICT）による製造・加工における廃棄物の
少ない製品，ICT を利用した貧困層の生活改善に
繋がる新たな市場の開拓などが挙げられるが，こ
れら全てにおいて特許権，意匠権，著作権，商標
権，不正競争防止法などの知的財産権が関係する
ものであり，特にソフトウェア開発では特許権取
得，著作権の活用が重視され，その活用により
SDGs への貢献，そして新たな市場開拓へと繋が
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ることとなる。また，SDGs に繋がる製造におけ
るノウハウについても不正競争防止法によりト
レードシークレット（営業秘密）として保護する
ことも企業独自の戦略として必要なものである。
事例としては，日本特許情報機構（JAPIO）の知
財 AI 研究センターにより「Japio―脱炭素特許イ
ンデックスによる企業ランキング」［34］が発表
されており，省エネルギー，再生可能エネルギー，
環境配慮型製品などについて特許権が多く取得さ
れていることが示されている。また，ICT に関連
するソフトウェアの特許出願についても特許庁が
示している「ビジネス関連発明の最近の動向につ
いて」において，日本国特許庁への出願が増加し
つつあることも示されている［35］。

これらの SDGs への取組み，そして SDGs に繋
が る 知 的 財 産 権 の 取 得 と 活 用 が 企 業 に と り，
SDGs と知的財産を利用する理論的根拠となるこ
とを企業の幹部だけでなく，社員も理解する必要
がある。
③企業の基本的責任
すべての企業は，関連法を遵守し，国際的に定

められた基準を維持し，人権を尊重しなければな
らないという基本的責任が常に課せられている。
これは SDGs に貢献する上だけでなく，常にその
基本的責任は企業に課せられているものである。
企業の幹部及び社員はこの内容を深く理解し，常
に遵守する意識をもたなければならない。

企業が守るべき人権については，国連は発表し
ている「国連グローバル・コンパクトの 10 原
則」 ［36］，「国連ビジネスと人権に関する指導原則

（UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights）」 ［37］，「国際労働機関（ILO）多
国籍企業及び社会政策に関する原則三者宣言」 ［38］
に示されているので，参考にすることを勧める。

5．2「ステップ 2：優先課題とそれに関連する
知的財産を決定する」

このステップ 2 の優先課題を決定するには，3
つの行動が SDGs Compass の中で示されている。
ここでは，その 3 つの行動について解説をしつつ，
その 3 つの行動の中に知的財産戦略を取り入れた

行動について示すこととする。知的財産戦略は，
SDGs への取組みをより効果的に行うために必要
な戦略であり，ここではどのように取り入れるか
について解説をしている。
①�バリューチェーンをマッピングし，影響領域
をピックアップする（1つ目の行動）

ステップ 1 で，SDGs と知的財産を理解した後
に，続いて SDGs の中でも企業の事業で関連する
優先課題を検討して，決定する必要がある。その
検討の際には，その企業の事業のバリューチェー
ン全体を通して，それぞれのプロセスにおける
SDGs 貢献について検討し，全体の SDGs の貢献
へのバランス（SDGs へ貢献する正の面と，逆に
マイナスとなってしまう負の面の両面）を考慮し
ながら，各プロセスにおける優先課題を決定する
ための影響領域を決定することが必要である。

ここで，バリューチェーンの各プロセスにおけ
る SDGs の優先課題へと繋がる影響領域を決定し
つつ，その影響領域に関連する知的財産を検討す
る必要がある。つまり，この SDGs への影響領域
をバリューチェーンから検討する手法に，さらに
バリューチェーンから検討した影響領域に関連す
る知財戦略を検討する手法［39］を上記に盛り込
む と い う こ と で あ る。 ス テ ッ プ 1 に お い て
SDGs，知的財産，そして SDGs と知的財産との
関係を理解しておけばこのバリューチェーンにお
ける SDGs 戦略と知的財産戦略を盛り込む，つま
りマッピングすることは可能となる。本稿では，
この手法を「SDGs ×知的財産戦略マッピング」
とする。

図 3 は，M.E. ポーターのバリューチェーン（価
値連鎖）に SDGs の貢献について「SDGs 正の影
響の強化」と「SDGs 負の影響の抑制」に分けて
マッピングをしたものに，SDGs 貢献の正及び負
の事項（影響領域）に関連する知的財産戦略をマッ
ピングしたものつまり，SDGs ×知的財産戦略
マッピングである。このバリューチェーン（価値
連鎖）に SDGs マッピングをした図については，
SDGs Compass の解説において提案されている
ものである［40］。このような形で SDGs に関す
る優先課題に繋がる影響領域を「SDGs 正の影響
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の強化」及び「SDGs 負の影響の抑制」について
企業のバリューチェーン全体から俯瞰して考慮
し，それぞれの影響領域について検討した上で，
それら影響領域である「SDGs 正の影響の強化」
及び「SDGs 負の影響の抑制」をより強固に実施
するための知的財産の活用を合わせて検討するこ
とにより効果的な SDGs ×知的財産戦略を策定す
ることが可能となる。これが SDGs ×知的財産戦
略マッピングである。

図 3 については，複数の事例からピックアップ
した代表的な「SDGs 正の影響の強化」，「SDGs
負の影響の抑制」を示したものである。多くの日
本企業のウェブサイトでは各企業のバリュー
チェーンにおける SDGs のマッピングが示されて
おり，それらを参考にするとともに，SDGs の各
目標における世界的な課題［41］ ［42］も参考にし
て図 3 の「SDGs 正の影響の強化」，「負の影響の
抑制」を示している。これらをより強固に実施し
ていくためには，図 3 の下に示している対応する

知的財産戦略を実施していくことが重要である。
このようにバリューチェーンによる SDGs ×知的
財産戦略マッピングをすることが効率的な戦略策
定として勧めることができるものである。

例えば，図 3 のバリューチェーンの「原材料」
のプロセスにおいても，「SDGs 正の影響の強化」
の「森林生態系の保護 ･ 保全」について，「原材料」
を調達する際に会社内には「森林生態系の保護 ･
保全」を徹底教育するとともに，「森林生態系の
保護 ･ 保全」を行っている旨をウェブサイトなど
で PR し，会社のブランド力アップへと繋げるこ
とが重要である。その「森林生態系の保護 ･ 保全」
を会社内外部に宣伝することにより，会社の外部
へのブランド力が向上するだけでなく，社員への

「森林生態系保護 ･ 保全」の意識が高まることに
もなる。日経 BP が 2019 年に行った「環境ブラ
ンド調査 2019」の「生物多様性や動植物資源の
保全に努めている」ランキングで上位に入ってい
るサントリー［43］，住友林業［44］，キリン［45］

図 3　バリューチェーンの SDGs ＆ IP マッピング

原材料 サプライヤ 調達・物流 操　業 販　売 製品の使用 製品の廃棄

SDGs
正の影
響の強
化

SDGs
負の影
響を抑
制

知的財
産戦略

・森林生態
系保護，保
全等

・エコパッケ
ージの使用

・フェアトレー
ド製品，エコ商
品などを商品
に用いる
・途上国などに
おける女性販
売員による販
売増強

・ICT工場管
理 に よ る
CO�削減

・環境配慮車
両の導入

・フェア・トレ
ードの実施

・児童労働
の排除
・過酷な労
働の排除

・製品のリユー
ス・リサイクル
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よる販売促進
（経済成長）

・職場の安
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（労働環境の
改善）

・きれいな水
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・信頼でき
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用）
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可能となる発
明の特許権に
よる保護
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などにおいてはウェブサイトなどで「森林生態系
保護 ･ 保全」について PR をしており，企業ブラ
ンドの定着と内部の意識を高めるブランド（商標）
戦略を行っているといえる。また，図 3 の児童労
働の排除についても例えば江崎グリコ株式会社は
ウェブサイトにおいて CSR に基づく形で「強制
労働，児童労働，あらゆるあらゆる差別での人権
侵害の排除」の PR［46］を行っている。

サプライヤについても特に海外サプライヤに関
係する水リスクは大きな問題とされている［47］。
水資源の枯渇，水質の悪化などや干ばつ，洪水の
ような突発的なリスク［48］も含むこととなる。
このような水リスクの回避には，サプライヤへの
指導と水資源の枯渇，悪化を避ける機械装置の利
用（発明品の利用）が一つの解決策となる。ここ
で，特許権の取得と活用という知財戦略が策定さ
れる。また，水使用量低減などをブランド ･ コン
セプトとして消費者にアピールするブランド戦略
もとる［49］ことが可能となる。日本政府として
も「インフラシステム輸出戦略」 ［50］に則って「水
処理分野」のインフラシステム輸出を遂行中であ
る［51］。

そのほか「調達・物流」における物流管理シス
テムを活用した場合は，物流管理システムプログ
ラムの特許権，著作権による保護と活用，「操業」
における ICT 工業管理を活用した場合は ICT 工
場管理プログラムの特許権，著作権による保護と
活用，「販売」についてはネット販売における画
面デザインの意匠権による保護と活用，ネット販
売のプログラムの特許権，著作権による保護と活
用，「製品の使用」ではエコパッケージの使用し
た場合はエコパッケージの発明の特許権の保護と
活用，「製品の廃棄」についてもリサイクル製品
の発明の特許権の保護・活用という形で知財戦略
を検討することが SDGs ×知的財産戦略マッピン
グにより可能となる。図 3 での「SDGs 正の影響
の強化」，「SDGs 負の影響の抑制」そして，それ
らに対応する「知財戦略」については代表的なも
のをピックアップしたものであるので，各企業は
それぞれの事業におけるバリューチェーンにおけ
る SDGs ×知財マッピングにより SDGs と知財戦

略を検討することが重要である。また，知財戦略
の活用としては，「操業」における途上国の女性
のデザインによるブランドイメージの向上［52］，

「販売」においても途上国における女性販売員に
よる販売の成功により女性地位の向上を図ること
ができ，企業のブランドイメージの向上（商標戦
略）にも繋がるという事例［53］もある。これも
SDGs と知的財産戦略を融合させた SDGs ×知財
戦略といえる。

このようにバリューチェーンを活用して SDGs
×知的財産戦略マッピングにより，SDGs 取組み
につながる影響領域を検討しつつ，その影響領域
での取組みをより効果的に実施するための知的財
産権を明確にすることが SDGs Compass に知的
財産戦略を融合させた SDGs ×知的財産戦略にお
いて重要なことである。
②指標を設定する（2つ目の行動）
SDGs Compass のステップ 2 は全体で 3 つの

行動を示しているが，ここでは 2 つめの行動につ
いて知的財産戦略を含む形で解説をする。1 つめ
の行動であるバリューチェーンを活用した SDGs
×知的財産戦略マッピングにより，SDGs の優先
課題に繋がる影響領域を決定し，その影響領域で
の具体的な取組みとその取組みを効果的にする知
的財産戦略を明確にすることができた。ここでは，
2 つめの行動として，明確にした影響領域での取
組みと知財戦略について持続可能な影響を与える
指標を設定し，達成度を把握することについて解
説をする。

SDGs の具体的な取組みにおける指標を検討す
るにあたり，ロジックモデル（logic model）の
5 段階プロセスを活用することが SDGs Compass
では勧められている。この 5 段階プロセスとは，

（ア）「投入（インプット）」⇒（イ）「活動（アク
ティビティ）」⇒（ウ）「産出（アウトプット）」
⇒（エ）「結果（アウトカム）」⇒（オ）「影響（イ
ンパクト）」である。各取組みについてこのロジッ
クである（5 段階プロセス）を検討することによ
り各プロセス（ア～オ）における収集すべきデー
タを把握することができ，それらのデータを収集
することによりデータから企業の状況把握と指標
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を把握することができる。そのデータ収集におい
て，商標権，特許権，著作権，意匠権などの知的
財産権の数と保護対象となっている知的財産の把
握をすることが必要である。その指標を検討し，
遅行指標（後に結果的に出てくる指標）と先行指
標（先に結果を予測して出てくる指標）の両方の
バランスを考慮しながら，指標を検討する必要が
ある。ここで IP ランドスケープ［54］を考慮し
たデータに基づく，知的財産の指標を盛り込む必
要がある。

ここで，図 4 における「サプライヤ」の「きれ
いな水の使用」について検討する。この「きれい
な水の使用」についてロジックの 5 段階プロセス
を検討したものが図 4 である。

このように，「サプライヤ」における「きれい
な水の利用」を 5 段階のプロセスで検討する際に，
特許権・商標権調査，特許・商標登録出願を検討
するとより効果的なロジックを検討することがで
きる。図 4 において知財戦略を踏まえた 5 段階の
プロセスを検討しているが，その結果として「先
行指標」の中に「現在の水利用量」，「現在の水質
汚染度数」，に加えて「現在の特許件数，商標件数」
が加わり，「遅行指標」の中に「将来の水利用料

予想（水利用削減量の予想）」，「将来の水質汚染
度数（水質汚染削減度の予想）」に加えて「特許
出願件数」，「商標権件数」，「現地のブランドイメー
ジ評価」が含まれることになり SDGs ×知財戦略
における明確な指標を示すことができる。今回の
図 4 のような「きれいな水の利用」の場合だけで
なく，他の課題解決のための取組みの 5 段階プロ
セスを検討する際には特許権，商標権だけでなく，
意匠権，著作権などについても IP ランドスケー
プを活用して検討する場合もある。

このように 5 段階プロセスの検討において IP
ランドスケープの考え方を導入して「知的財産の
状況（出願件数など）調査」（先行指標），「知的
財産の取得計画」（遅行指標）を検討することに
より，より効果的に SDGs ×知的財産戦略を進め
ることができる。
③優先課題を決定する（3つめの行動）
1 つめの行動により課題へと繋がる影響領域

（取組み）と知財戦略を検討して，2 つ目の行動
によりそれぞれの影響領域（取組み）をピックアッ
プして，ロジックモデルを活用して影響領域（取
組み）における具体的な課題を解決するための指
標を検討した。これらの複数の影響領域での取組

図 4　サプライヤによるきれいな水の利用のロジック検討

➀資源の投入（イン
プット）
・指導・調査員の投入
・現地にあった水使用
を削減する製造方法
の投入
・水使用を削減できる
機械装置の投入
・製造方法・製造装置
の発明の特許権の調
査
・製造法相・製造装置
の権利侵害の有無の
調査

➁活動（アクティビ
ティ）
・現地の状況にあった，
水使用を削減する製
造方法の実施
・現地の職員への教育・
指導
・水使用を削減できる
機械装置の操作指導
と活用
・現地にある水使用を
削減できる機械装置
の開発
・現地特許出願の検討
・新たな商標権取得（サ
ービスマーク）の検討

➂アウトプット（直
接の結果）
・現地の水の使用量を
大幅削減現地の水質
汚染を回避
・水使用を削減できる
機械装置の特許権取
得
・新たな商標権取得

➃アウトカム（成果）
・現地の地域の水を守
る
・水質の良さを維持す
ることができる
・特許権により独占的
に水使用を削減でき
る方法を使用できる
（利益の向上）
・特許権によるライセ
ンスも可能となる（利
益の向上）
・新たな商標によるブ
ランドの定着

➄影響（インパクト）
・現地の地域の水を守
る
・現地の水質の良さを
維持することができる
・現地の水質をまもる
会社としての評判もあ
がり，その事を示す商
標（サービスマーク）
の評判がよくなる。
・特許権取得による技術
力が高いイメージ（ブ
ランド戦略でもある）
・特許権取得によるエ
ンジニアの技術意識
の向上

○先行指標：現在の水利用量
現在の水質汚染度数
現在の特許件数，商標権

○遅行指標　将来の水利用量予測（水利用削減量の予想）
将来の水質汚染度数（水質汚染削減度の予想）
特許出願件数，商標権件数
現地のブランドイメージ評価
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み（課題）とその課題を解決するための指標の全
体を俯瞰し，正の影響の強化と負の影響の抑制に
ついてのバランスを検討した上で，さらに，それ
ら正の影響の強化と負の影響の抑制を実行する際
に必要となる知的財産戦略も合わせて検討した上
で，最終的な優先課題を決定する必要がある。

5．3　「ステップ 3：知財戦略を含めた目標を
設定する」

ステップ 2 において，知財戦略を含めた優先課
題に基づいて，ステップ 3 では，目標を設定する。
ここでは，SDGs Compass のステップ 3 での目
標の設定の解説に加えて，知的財産戦略を加える
形での SDGs ×知的財産戦略での目標の設定のプ
ロセスについて解説をすることとする。

基本的には SDGs Compass では，ステップ 3
として以下の①～⑥のフローに基づいて優先課題
に基づいた目標を設定することが必要となる。

ステップ 2 で優先課題（適切な知財の取得を含
む）を設定⇒　①課題に対する取組みへの KPI
を選択（特許出願，商標出願を含む）（KPI 以外
の指標も可能）⇒　②ベースラインを設定し，目
標タイプを検討する（特定の時点，特定の期間）（知
的財産権数もベースラインを設定）　⇒　③目標
タイプの設定（絶対目標，相対目標）⇒　④アウ
トサイドインアプローチで検討して目標値を決定
する（企業としてイニシアチブをとることを検討
する）　⇒　⑤ SDGs コミットメントを公表する

以下①～⑤それぞれについて解説をする。
①�課題に対する取組みへの KPI［55］を選択（特
許出願，商標出願を含む）

ステップ 2 で指標を選択し，データを収集して
優先課題を決定している。その優先課題について，
課題に対する取組みに繋がる KPI を選択して，
それを指標として検討する。

KPI を選択するにあたり，ステップ 2 で決定し
た優先課題の解決に直接繋がる KPI を選択するこ
とが重要である。また，知的財産についても，優
先課題の解決に繋がる知的財産の件数について，
特許出願，商標登録出願，著作権の件数などを
KPI とする［56］ことを検討することも必要である。

また，KPI の一般的な事業指標として，SDGs 
Compass の ウ ェ ブ サ イ ト www.sdgcompass.
org にまとめが掲載されているので，それを参考
にすることも推奨される。
②ベースラインを設定する
ベースラインとは，目標を決める際に基準とな

る値を意味する。ベースラインには，2 種類が存
在している「特定の時点」のベースラインと「特
定の期間」のベースラインである。知的財産につ
いては，「特定の時点」でのベースラインを検討
した上で目標を設定することが勧められる。

ここにおいて，知的財産については，必要に応
じてどの知的財産を何件出願して，権利を何件取
得するのかを目標として決定する方法もあり，場
合によってはその件数を KPI として設定するこ
とを勧める。これにより，SDGs 貢献へと繋がる
知的財産の活用についても社員の中で意識がたか
まり，技術開発向上意識，ブランドイメージによ
る SDGs 貢献への意識が高まることとなる。大企
業では特許出願に関する KPI として，特許出願
件数 / 売上高［57］があり，この考えを SDGs に
関連させて特許出願について KPI を検討する方
法もある。
例：
○特定の時点のベースライン：

SDGs に関連する特許出願件数を 2015 年の
ベースライン（年間特許出願件数）と比較し
て，20％増加させる。

○特定の期間のベースライン：
2015 年から 2017 年の 3 年間の SDGs に関連
する特許出願件数の平均を 2012 年から 2014
年の 3 年間の特許出願件数の平均と比較し
て，20％増加させる
③目標タイプの設定（絶対目標，相対目標）
SDGs Compass においては，2 つの目標につ

いて解説されている。それが絶対目標と相対目標
である。絶対目標については，社会への影響を示
すことができる目標であるが企業の成長を考慮し
てはない。その企業が与える社会影響をそのまま
数値にしたものである。相対目標は企業への成長
率が示せる目標であり，産出単位当りの達成度を
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示されるものであり，社会への影響（社会への絶
対的数値）を明確には示していない。ただし，産
出単位当りの達成度なので，ある程度の社会への
良い影響を示すことはできている。
例：
○「絶対目標」：

2015 年～ 2024 年で○○を 25％削減する
○「相対目標」：

2015 年～ 2024 年で企業の単位売上高に対す
る○○を 25％削減（売上に対する削減割合）
④�アウトサイド・イン・アプローチで検討して
目標値を決める（企業としてイニシアチブを
とることを検討する。意欲度の設定）

目標タイプが設定できたら，具体的な目標値を
設定する。その際に，意欲的な目標とすることに
より，企業内外へと大きな影響を与えることが期
待できる。予測達成度を大きく上回る意欲的な目
標設定をすることがイノベーションを促進させる
ことになる。これについては知的財産に関する目
標についても同じである。SDGs の目標に影響す
る知的財産の目標となる具体的な数値をより意欲
的に高く設定することにより，特許出願件数など
は，研究・開発を行っている社員だけでなく，他
の社員にも企業の技術力向上，SDGs への意欲的
な取組みのインセンティブを与えることになる。
また，商標，著作権についてもブランドイメージ
の向上，ソフトウェア，ウェブサイトの動画作成
などについて大きなインセンティブを与えること
になるので，意欲的な数値を設定することが勧め
られる。

その具体的な目標値を設定するにあたり，アウ
トサイド・イン・アプローチで検討することが
SDGs Compass では勧められる。アウトサイド・
イン・アプローチとは，SDGs について自身の企
業の外部で，世界的に何が求められているか，将
来的にどのような企業の姿になるべきなのかを検
討して，その検討結果を基にして目標値を決定し
ていくシステムである。

例えば，アウトサイド・イン・アプローチにつ
いては，地球温暖化についても 2021 年 COP26
において確認された，パリ協定での合意である「気

温上昇を産業革命以前と比べて1.5度に抑制する」
という目標（アウトサイド）について，企業とし
てこの世界的な目標に貢献できる目標値（インサ
イド）を定めて，その目標値を実現するための企
業としての具体的な行動（研究・開発，社員の行
動など）を検討することを意味している。この際
に気温上昇を 1.5 度以内に抑制する為（アウトサ
イド）に必要となる研究・技術開発目標の一つと
して開発に必要となる特許出願について具体的な
数値目標（インサイド）を検討することが重要と
なる。これが SDGs に繋がる知的財産のアウトサ
イド・イン・アプローチの考え方となる。
⑤ SDGs へのコミットメントを公表する
目標値が決定したのならば，各企業の目標値を

公表する。これは，①～④全体を考えると，①～
④で検討した目標値を公表することにより，外部
への PR とともに企業内部の職員へのやる気に繋
がることになる。また，取引先などの信用にも繋
がることとなる。公表することにより目標未達成
の項目について企業としても原因，改善策，方向
性などを深く検討する事に繋がり，加えて外部に
対して企業の姿勢を PR することが可能となる。
しかしながら，企業の目標の未達成度合いが大き
い場合には，外部への信用不振に繋がる可能性も
あるので，上記①～④を検討するにあたり注意が
必要である。④において意欲的に高く目標値を設
定することを勧めているが，定期的に状況を公表
することも必要となることから，その公表するこ
とを踏まえた上で目標値を意欲的に高い設定にす
ることが必要である。

例えば，2030 年に，世界温度上昇を 1.5 度以下
の上昇に貢献するために CO2 排出量を 2015 年

（ベースメント）比で，30％削減することを目標
とする。その際の排出量 30％削減のために必要と
なる技術開発での特許出願件数を目標（KPI）とし，
そのための企業のスローガンを掲げて企業活動を
実施することが大切である。またこの目標，スロー
ガンを商標登録出願［58］する等の知的財産の活
用も検討するべきである。このような内容の情報
発信を定期的に公表することにより，目標値，
KPI，取組内容（知財戦略を含む），達成状況，そ
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の後の企業課題と方向性等について透明性を確保
すること重要であり，それが企業としてのブラン
ド力の向上，世界への信用へと繋がることになる。

5．4　「ステップ 4：経営へ統合する（知財戦
略を含む）」

ステップ 1 からステップ 3 において，知的財産
戦略を含めた SDGs に貢献する目標（KPI を含む）
を設定する手順について説明した。続いて，ステッ
プ 4 では，経営へ統合する手順として　①目標を
企業に定着させる　⇒　②企業の全ての部門に持
続可能性を組み込む　⇒　③パートナーシップに
取り組む　という手順について解説を行うことと
する。
①目標を企業に定着させる
上記ステップ 1 からステップ 3 において知財戦

略を含めた SDGs に貢献する目標（KPI を含む）
を設定することができた。この目標達成のための
取組について，その会社のあらゆる部門の計画に
取込むことが重要であるが，その事を企業の
CEO や経営幹部が理解をしてリーダシップを示
すことが必要となる。つまり，経営幹部が高い意
識をもって SDGs ×知財戦略に取組む必要があ
り，その取組みについて会社の全ての部門へと取
り込んでいくことを推進することが重要である。
その効果を最大限に引き出すためには，前記の目
標値を達成するための財務目標，知財戦略を含む
戦略目標，業務目標等を体系的に不可分なものと
して各企業の各部門の目標として示すことが重要
である。
②企業の全ての部門に持続可能性を組み込む
上記①において企業としての目標を達成するた

めに各部門の目標をしめすことが重要である旨を
述べた。企業としての目標を達成するためには，
研究開発部門，事業展開部門，供給管理部，事業
部，人事部等の各部門の支持と積極的な取組みが
必要不可欠となる。その支持と積極的な取組みの
ためには各部門の目標が必要となってくる。各部
門の目標を外部専門家からのアドバイスの活用や
ステークホルダーとの交流を通じて得られた知識
を活用して検討することも必要であるが，SDGs

×知財戦略の目標を各部門において検討する際に
は，加えて，その企業の知的財産部の職員を各部
門の目標の決定の会議に検討開始のタイミングで
入ってもらうことも必要である。これについては
知財財産の種類，活用について知的財産に関する
専門的な知識を有する知的財産部の職員が可能な
限り全ての部門において，各部門の目標検討開始
の時から加わり，その際に各部門の状況，方向性
を明確に理解した上で必要となる知的財産の目標
を各部門の職員と共に検討することが必須であ
る。これにより，SDGs ×知的財産戦略の目標を
達成するための各部門での目標を検討して，各部
も持続可能性を組み込むことが可能となる。特に，
世界的に Society5.0 を目指す社会である現代に
おいては，IoT 戦略などでの知的財産の活用（ソ
フトウェアの著作権，特許権の保護）は企業の多
くの部門で必須となることであり，Society5.0 の
SDGs への貢献は大きな影響をおよぼすものであ
る［59］ こ と か ら，Society5.0 に お け る SDGs
×知的財産戦略は特に力をいれて検討するべき事
項である。
③パートナーシップに取り組む
ステップ 4 の最後の手順である「パートナー

シップに取り組む」については，SDGs Compass
においては，3 種類のパートナーシップが存在し
ていることを示している。一種類目は「バリュー
チェーン・パートナーシップ」，二種類目は「セ
クター別パートナーシップ」，三種類目は「多様
なステークホルダーによるパートナーシップ」で
ある。
○「バリューチェーン・パートナーシップ」：

バリューチェーンにおける企業同士が相互に
協力し合い，市場に新しい取組みをもたらす
こと

○「セクター別イニシアチブ」：
そのセクターの全体としてのレベルの引き上
げと共通の課題の取組みについて，そのセク
ターのリーダー企業が協力をすること

○「多様なステークホルダーによるパートナー
シップ」：

行政，NPO，民間企業などが協力し合い複合
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的な課題に足り組むことパートナーシップ構
築においては，知的財産は重要な役割を占め
ることとなる。上記の 3 種類のどのパート
ナーシップにおいても企業同士で SDGs 貢献
への連携をする場合があるが，その場合には
連携している企業同士で商標登録をして，そ
の商標を使うことにより，連携意識の構築，
社員の SDGs 貢献へのインセンティブの向上
を図ることができる。これは SDGs ×知的財
産戦略の一つとなる。

また，「セクター別イニシアチブ」における知
的財産権の使い方の事例として，セクターのリー
ダー企業の特許権の開放をあげることができる。
特許権の一部を開放して，開放した特許権に係る
技術に関して，特許権を保有している企業では成
し得ない技術力の向上を図る（SDGs により貢献）
という手段である。まさにパートナーシップを構
築するオープンイノベーションの代表的な一つの
手段といえる。

SDGs 貢献のパートナーシップ構築としては特
許権，著作権などの知的財産権のオープン＆ク
ローズ戦略があり，権利の一部をオープンにして
パートナーシップを構築して，クローズな権利の
他の部分でライセンス料などにより利益を上げる
戦略がある。これは標準化を活用してパートナー
シップを構築して，標準化に関連する他の権利に
より利益を得るという手段を含む。

TOYOTA は，ハイブリッド車の電動化技術に関
する特許を 2030 年末まで約 2 万 3740 件を無償で
提供する戦略をとっている［60］。また，TOYOTA
は 2015 年部分 1 月に燃料電池車（FCV）の特許
の無償提供を発表し，2017 年 9 月には MAZDA，
DENSO と設立した EV C.A.Spirit を通じて EV（電
気自動車）の標準規格を策定し公開すると発表し
ていた。これはまさに知的財産（特許権，ブンラ
ンド戦略など）を活用し，SDGs へ貢献するため
のセクター別イニシアチブ及びパートナーシップ
を構築した SDGs ×知的財産戦略といえる。この
EV C.A. Spirit は 2020 年 6 月に解散しており，2
年 9 ヶ月の限定期間の会社であった［61］。ゼロ
エミッションを目的とした SDGs に貢献する目的

のパートナーシップ構築を行っていた事例であ
る。そのほか，東京電力，中部電力，国内自動車メー
カー 4 社，日本政策投資銀行が出資した e-Mobil-
ity Power などの事例もあげられる

さらに，行政，民間企業と大学がパートナーシッ
プを形成して SDGs に貢献する事業についても
NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）
の「先進・革新蓄電池材料評価技術開発（第 2 期）」
があげられる。本プロジェクトでは，自動車・蓄
電池・材料メーカーおよび大学・公的研究機関が
連携・協調し，全固体リチウムイオン電池の技術
を確立しつつ，新材料の特性や量産プロセス・電
気自動車（EV）搭載への適合性を評価する技術
開発を行っている［62］。

5．5　ステップ 5：報告とコミュニケーション
を行う

現在，世界的大企業の大半は，持続可能性の達
成度などを示したサステナビリティレポートを情
報開示している。KPMG が行っている『KPMG
グローバルサステナビリティ報告書 2020』による
と調査を行っている世界 52 の国・地域それぞれ
における売上高上位 100 社で構成される N100 と
いわれる企業では 80％がサステナビリティ報告を
実施しており，2010 年における Fortune Global 
500［63］のリストから選ばれた企業であり，十
数 種を超える産業部門を代表する企業である
G250 に属する企業では 90％がサステナビリティ
報告を実施している［64］。このサステナビリティ
報告とは環境・社会問題に対する各企業の取組み
について示した報告書となっている。まさに ESG
に関する報告であり，この取組み・達成度を示し
たサステナビリティ報告は，SDGs の各企業の取
組み・達成度などについて示した報告書といえる
存在である。海外では，1990 年代後半，日本では
2000 年代頃から ESG への取組みを示すサステナ
ビリティ報告をするようになってきている［65］。

SDGs の目標 12 のターゲット 12.6 において，
各国政府に対し，「特に大企業や多国籍企業など
に対し，持続可能な取組みを導入し，持続可能性
に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する
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こと」を求めている。
SDGs Compass のステップ 5 では，以下の手

順で報告とコミュニケーションの実施について示
されている。①効果的な報告とコミュニケーショ
ンを行う，② SDGs 達成度についてコミュニケー
ションを行う
①効果的な報告とコミュニケーションを行う
SDGs の達成状況を示すのに効果的な報告書を

作成することが企業としては重要である。その方
法としては，その企業の SDGs のみについての達
成状況を示す報告書を作成する手段と，従来から
ある企業の報告書の中に SDGs の達成状況を示す
章を作成する手段がある。どのような形の報告書
であれ，その内容を明確な基準の上で分かり易く
示す必要がある。SDGs Compass の解説におい
ては，効果的な報告の基準として「GRI スタンダー
ド」 ［66］，「CDP 等の課題別報告メカニズム」 ［67］
が代表的な報告のスタンダードを示している。こ
れ以外にも「国連ビジネスと人権に関する指導原
則」 ［68］，「CDSB（Climate Disclosure Standards 
Board）」 ［69］がある。また，SDGs Compass の
ウェブサイトにおいて，報告基準などの概要も紹
介されている。さらに，企業が独自の報告書を作
成することも行われており，多くの日本の企業も
SDGs に関する報告をウェブなどにより公表して
いる［70］。

報告をする際に重要な点は，企業としてのマテ
リアル（重要）な事項に焦点をあてた報告書を作
成することである。マテリアルな事項は，ステッ
プ 2 で決定した優先課題を示す可能性が高く，企
業外部に対しても分かりやすいものとなる。
② �SDGs 達成度についてコミュニケーションを
行う

各企業が上記のような形で優先する課題につい
て決定をした上で，目標とする SDG を決めてい
るが，その企業の目標としての SDGs は，その企
業の状況を報告することにより他の企業やユー
ザーとコミュケーションを図ることができる。そ
の報告の際に，SDGs Compass では，企業の目標
とした各 SDG に関する情報を開示することを勧
めている。その開示する情報に加えて知的財産の

戦略を含めたものを以下 a ～ d に示すこととする。
a． 企業が，目標とする SDGs を選択した理由

とその過程（例として SDGs 優先課題の決
定過程やステークホルダーとの協働の記述）

b． 企業が目指すと決定した SDGs に関する正
の影響または負の影響

c． 企業が目指すと決定した SDGs に関する企
業 の 目 標 と そ の 達 成 状 況（ 目 標 と す る
SDGs 関連の特許出願件数等の知財戦略を
含む）

d． SDGs に関する影響を管理し，組織横断的
な統合による目標達成のための戦略と実践

（ブランド戦略，コンテンツ戦略等の知財戦
略を含む）

ステップ 2，ステップ 3 において決定した KPI
などの目標は，上記の報告の際に明確な状況を示
す外部発信の情報として重要な役割を果たすもの
である。上記の c，d，においても示されている
よう，SDGs に関連する知的財産の目標（件数な
ど）についても示すことが勧められる。例として
は，株式会社リコーはウェブサイトにおいて「知
的財産の獲得状況」，「知的財産活動を通じた
SDGs へ の 貢 献 」，「WIPO　GREEN へ の 参 画 」
を公表している［71］。また，SDGs 活動の報告
として「サステナビリティレポート 2021」，「SDGs
コミュニケーションブック 2021」を公表してい
る［72］。三菱電機ではウェブにて「三菱電機グルー
プの知的財産活動」 ［73］，「SDGs への取組」 ［74］
を公表している。

企業として独立型の SDGs 報告書を作成する方
法もあり，それ以外にも既存の報告書に SDGs に
関する状況を掲載する企業も存在している。独立
型の SDGs 報告書については，SDGs に関する目
標への達成度（状況）を分かりやすくまとめるこ
とができ，既存型の報告書に SDGs 業務に関する
情報を掲載する場合は，企業の業務と SDGs の関
連を外部に明確に情報発信することが可能とな
る。

SDGs の目標は，環境・社会・経済の課題を並
行して解決することが大きな特徴である。つまり，
企業は掲げた SDGs の目標は全て同時並行的に達
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成することを目指さなければならず，また報告に
おいても掲げた全ての目標が偏ることなく，そし
て企業として掲げていない SDGs の目標に対して
悪影響を及すことがないことを示す必要性もあ
る。

パートナーシップに取り組む際には，SDGs 貢
献のパートナーシップ構築として特許権，著作権
などの知的財産権のオープン＆クローズ戦略の活
用を検討することが効率的なパートナーシップの
構築に繋がる。

6．結論

以上，SDGs ×知財戦略の解説と実例をピック
アップすることによる分析を行ってきたが，その
結果として，提案した SDGs ×知財戦略に加えて，
各ステップにおいて知財戦略について，さらに必
要となるプロセスがあることも明らかになった。
以下ステップ 1 から 5 について結論を述べる。
ステップ 1：
提案した「ステップ 1：SDGs・知的財産を理

解する」では，SDGs の事だけでなく，知的財産
の基本的な知識についても理解し，SDGs と知的
財産との関係を理解する必要があることがわかっ
た。

加えて，SDGs の 17 の目標達成が偏ることな
く全体として 17 目標を達成しなければならない
ことを理解する必要がある。また，ある企業があ
る目標を達成するために他の目標への達成が後退
することがないようにしなければならない。

SDGs の課題を解決するために多くの面で技術
的イノベーションが必要となる場合がある。その
技術イノベーションについては企業で特許権を取
得する必要があり ，世界でその技術イノベーショ
ンを活用するとなると世界中に特許出願をし，そ
して権利を取得する必要があることを理解しなけ
ればならない。

BOP ビジネス の展開を検討することにより，
BOP 層への支援に加えて，BOP 層がその後に経
済的に成長した際のブランドイメージ固定へと繋
がる可能性もあり得ることも理解する必要があ

る。企業が BOP ビジネスに乗り出すメリットに
は 3 つある。一つ目は「ブランド価値の向上」，
二つ目は「革新的なビジネスモデルの確立」，三
つ目は「新たな市場の開拓と先駆者利益」である。
これらの 3 つのメリットにも知的財産戦略が重要
な役割を果たすことを理解する必要がある。

これらの SDGs への取組み，そして SDGs に繋
が る 知 的 財 産 権 の 取 得 と 活 用 が 企 業 に と り，
SDGs と知的財産を利用する理論的根拠となるこ
とを企業の幹部だけでなく，社員も理解する必要
がある。

すべての企業は，関連法を遵守し，国際的に定
められた基準を維持し，人権を尊重しなければな
らないという基本的責任が常に課せられている。
ステップ 2：
提案した「ステップ 2：優先課題とその優先課

題に関連する知的財産を決定する」では，SDGs
達成のための企業の優先課題を決定し，その企業
の優先課題に関連する知的財産を決定する必要が
あることがわかった。

加えて，SDGs ×知的財産マッピングにより，
SDGs 取組みにつながる影響領域（正の影響の強
化，負の影響の抑制）を検討しつつ，その影響領
域での取組みをより効果的に実施するための知的
財産権を明確にすることが SDGs Compass に知
的財産戦略を融合させた SDGs ×知的財産戦略に
おいて重要なことがわかった。

上記により明確にした影響領域での取組みと知
財戦略について持続可能な影響を与える指標を設
定し，達成度を把握することについて解説をする。
その指標の設定に際し，ロジックの 5 段階プロセ
スの検討において IP ランドスケープの考え方を
導入して「知的財産の状況（出願件数など）調査」

（先行指標），「知的財産の取得計画」（遅行指標）
を検討することにより，より効果的に SDGs ×知
的財産戦略を進めることができることがわかっ
た。

また，正の影響の強化と負の影響の抑制につい
てのバランスを検討した上で，さらに，それら正
の影響の強化と負の影響の抑制を実行する際に必
要となる知的財産戦略も合わせて検討した上で，
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最終的な優先課題を決定する必要があることがわ
かった。
ステップ 3：
提案した「ステップ 3：知財戦略を含めた目標

を設定する」では，優先課題を解決するための目
標を設定し，その際に知的財産の目標も定めるこ
とが必要であることがわかった。

さらに，以下，①～⑤の手順で，知的財産を含
んだ目標を設定することがわかった。①課題に対
する取組みへの KPI を選択（特許出願，商標出
願を含む）（KPI 以外の指標も可能）⇒　②ベー
スラインを設定し，目標タイプを検討する（特定
の時点，特定の期間）（知的財産権数もベースラ
インを設定）　⇒　③目標タイプの設定（絶対目
標，相対目標）⇒　④アウトサイドインアプロー
チで検討して目標値を決定する（企業としてイニ
シアチブをとることを検討する）　⇒　⑤ SDGs
コミットメントを公表する。
ステップ 4：
提案した「ステップ 4：経営へ統合する（知財

戦略を含む）」では，企業の経営戦略の中に優先
課題とそれを解決するための目標（知的財産の目
標を含む）を経営戦略の中に統合させる必要があ
ることがわかった。

加えて，次の事もわかった。経営幹部が高い意
識をもって SDGs ×知財戦略に取組む必要があ
り，その取組みについて会社の全ての部門へと取
り込んでいくことを推進することが重要である。
その効果を最大限に引き出すためには，前記の目
標値を達成するための財務目標，知財戦略を含む
戦略目標，業務目標等を体系的に不可分なものと
して各企業の各部門の目標として示すことが重要
であることがわかった。

SDGs ×知財戦略の目標を各部門において検討
する際には，加えて，その企業の知的財産部の職
員を各部門の目標の決定の会議に検討開始のタイ
ミングで入ってもらうことも必要であることがわ
かった。
ステップ 5：
提案した「ステップ 5：ステップ 5：報告とコミュ

ニケーションを行う」では，上記課題を解決する

ための目標（知的財産の目標を含む）の達成状況
について公表する必要があることがわかった。
SDGs，知的財産の達成について公表することに
より外部とのコミュニケーションも図れることも
わかった。

7．まとめ

本稿では，SDGs Compass に知的財産戦略を
含めた，SDGs Compass ×知的財産戦略（SDGs
×知財戦略）について提案と分析を行い，提案し
た SDGs ×知財戦略であるステップ 1 ～ 5 が成り
立つことを示すことができた。

SDGs の目標期限である 2030 年まで，あと 10
年を切り，さらに SDGs 達成に向けて加速をする
べき時であり，加えて企業の事業戦略として
SDGs を効率的に加速させるためには，本稿で示
したように SDGs に関連する知的財産戦略を合わ
せて検討して，活用することは必須である。

知的財産戦略についても，特許権，著作権，意
匠権，商標権（ブランド戦略），不正競争防止法
などの活用について，各ステップにおいて，複数
種類知的財産の権利取得と活用について，総合的
に検討した上で実行をすることが必要となる。

本稿の SDGs Compass ×知的財産戦略（SDGs
× 知 財 戦 略 ） の 内 容 が， 各 企 業 の 2030 年 の
SDGs 達成への貢献のために一助となれば幸いで
ある。
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GRI ガイドライン第 4 版に代る新たなガイドラインとし
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org　（2022 年 2 月検索）　また，日本公認会計士協会が
その日本語訳文を発表している　　 https://jicpa.or.jp/
specialized_field/cdsb_1.html　（2022 年 2 月検索）
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